
監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知に係る事項の公表公告

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第12項の規定により､ 知事等から監査の結果に基づき措置を講じた

旨の通知があったので､ 同項の規定により当該通知に係る事項を次のとおり公表する｡
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滋賀県監査委員 家 森 茂 樹

〃 朝 倉 克 己

〃 柊 勝 次

〃 中 森 武
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